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Ⅰ．緒言

厚生労働省は，２０１０年６月から父親の子育て参加や

育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジ

ェクト」を始動させた．その中で，父親の育児休業取

得者の割合を２０２０年までに１３%とすることを目標とし

た（厚生労働省，２０１４a）．平成２５年度雇用均等基本調
査によると，父親の育児休業取得者の割合は２．０３%

と，前回調査から０．１４%の上昇がみられた（厚生労働

省，２０１４b）が，目標達成には程遠い現状がある．「イ
クメンプロジェクト」，「イクメン企業アワード」等，

厚生労働省の取り組みが盛んに行われているが，父親

の育児休業取得者の割合は依然として伸び悩んでい

る．その背景には，父親自身の意識はもとより，組織

の体制や社会的認識等の複雑な要素が含まれている．

それゆえに，様々な分野で，様々な視点からの研究が

されている．

父親の育児に注目し，１９９９年に厚生労働省が「育児

をしない男を，父とは呼ばない」とのキャッチコピー

を使用して広報活動を開始してから１５年余りが経過し

た．核家族化や女性の社会進出により，男性の育児に

対する意識やワーク・ライフ・バランス，父親の育児

休業取得実態にも徐々に変化が起きていると考えられ

る．現代の父親にとって育児休業を取得するというこ

とは，どういうことなのか．

そこで，父親の育児休業に関する研究を概観し，研

究の動向と今後の課題を探ることを本研究の目的とし

た．

Ⅱ．用語の定義

１．育児休業…子を養育する労働者が「介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（以下，育児・介護休業法）」に基づいて取得でき

る休業のこと．

２．父親…子を養育する男性．

Ⅲ．目的

父親の育児休業に関する研究結果を概観し，研究の

動向と父親の育児休業に関する今後の課題を探ること

である．

Ⅳ．方法

１．文献の選定

医学中央雑誌Web版（以下，医中誌とする）と国
立情報学研究所論文情報ナビゲーター（以下，CiNii
とする）を利用し検索した．検索のキーワードは「父

親」＆「育児休業」とした．遡及可能な全期間を対象

として検索したところ，医中誌では３０件，CiNiiでは
２５件が該当した．会議録，特集記事と重複文献を除く

１９文献を分析対象とした．

２．分析方法

対象とした１９文献を掲載年および調査開始年，掲載

誌の種類，調査対象，研究目的，父親の育児休業に関

する調査内容で分類し，研究の動向と今後の課題につ

いて検討した．

Ⅴ．結果および考察

１．掲載年および調査開始年

研究の概要を表１にまとめた．文献は掲載年の古い

順に並べた．対象とした１９文献の掲載年は２００２年１件，

２００３年２件，２００４年２件，２００５年１件，２００６年２件，

２００７年２件，２００８年１件，２００９年１件，２０１２年３件，

２０１３年３件，２０１４年１件であった（舩橋，２００２）（四

宮，２００３；濱田，２００３）（赤松・四宮・森越・田中，

２００４；森田，２００４）（武市・小野・小倉・石黒・門田・

林・藤枝・脇口，２００５）（大石・鈴木・鈴木，２００６；

島田・杉本・縣・新田・関・大橋・村上・中根・神

谷・戸田・盛山，２００６）（菊地・柏木，２００７；田中・

橋本，２００７）（鈴木・久納・藤原，２００８）（岡田，２００９）
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文
献

掲
載
年
調
査

開
始
年

掲
載
誌

調
査
対
象

調
査
方
法

研
究

目
的

父
親
の
育
児
休
業
に
関
連
す
る
調
査
内
容

１
．
舩
橋
惠
子
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
「
父
親
の
育
児

休
業
」
の
到
達
点
．

２０
０２

日
仏
女
性
研
究
学
会

会
報
誌
女
性
空
間

資
料
分
析

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
家
族
政
策
の
特
徴
と
，育
児
休
業
制
度
の
紹
介
，

父
親
の
育
児
休
業
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

父
親
の
育
児
休
業
取
得
率
の
変
化

２
．
四
宮
美
佐
恵
．
父
母
の
育
児
観
に
関
す
る
意
識
調
査
．
２０
０３
２０
０１

看
護
・
保
健
科
学

研
究
誌

保
育
園
に
子
ど
も
を
預
け
て

い
る
男
性
１３
１
名
，
女
性１
４８
名
質
問
紙
調
査
両
親
が
子
育
て
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
す
る

共
働
き
の
有
無
，
子
育
て
に
対
す
る
責
任
の
有
無

３
．
濱
田
太
一
．
育
児
休
業
を
取
得
し
た
父
親
の
抱
え
る
困

難
に
関
す
る
一
考
察
．

２０
０３
２０
０２

日
本
福
祉
大
学
大

学
院
社
会
福
祉
学

研
究
科
研
究
論
集

男
性
育
児
休
業
取
得
者

４
名

半
構
成
的
面

接
法

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
育
児
休
業
を
取
得
し
，
男
性
が
育
児
休

業
を
取
得
し
た
場
合
に
起
こ
る
問
題
や
育
児
休
業
取
得
時
に

ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
を
利
用
す
る
ま
で
の
経
緯
，
育
児
休
業
取

得
時
の
困
難
，
職
場
復
帰
後
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

４
．
赤
松
恵
美
，
他
．
子
育
て
に
関
す
る
意
識
調
査

父
親

の
意
識
調
査
を
中
心
に
．

２０
０４
２０
０２

看
護
・
保
健
科
学

研
究
誌

父
親
４４
名

質
問
紙
調
査
少
子
化
の
時
代
に
お
け
る
父
親
の
親
役
割
を
考
え
る
た
め

の
，
父
親
の
子
育
て
に
関
す
る
意
識
を
明
ら
か
に
す
る

こ
れ
か
ら
整
備
・
充
実
が
必
要
と
さ
れ
る
環
境
や
制
度

（
勤
務
時
間
や
育
児
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
の
改
善
）

５
．
森
田
美
佐
．
父
親
が
育
児
休
業
を
と
る
条
件
に
関
す
る

一
考
察
－
－
Ｎ
市
に
お
け
る
子
育
て
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に

関
す
る
調
査
か
ら
．

２０
０４
２０
０２

家
族
関
係
学

乳
幼
児
を
も
つ
父
親

２７
４
名

質
問
紙
調
査
父
親
が
育
児
休
業
を
取
る
条
件
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す

要
因
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
の
取
得
経
験
，
育
児
休
業
を
取
り
た
い
と

思
う
条
件
，
育
児
休
業
を
取
ら
な
か
っ
た
理
由

６
．
武
市
知
己
，
他
．
少
子
化
対
策
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は

何
か
？

育
児
協
力
や
母
親
の
就
労
状
況
，
育
児
困
難

に
つ
い
て
の
質
問
紙
調
査
．

２０
０５
２０
０３

小
児
保
健
研
究

乳
幼
児
の
保
護
者
２０
９８

名
（
男
性
３７
名
，
女
性

２０
３５
名
）

質
問
紙
調
査
少
子
化
対
策
を
模
索
す
る
た
め
に
，
育
児
協
力
や
母
親
の

就
労
状
況
，
育
児
困
難
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

子
育
て
に
必
要
と
考
え
る
社
会
援
助
に
つ
い
て
（
育
児
休
業
期

間
の
延
長
，
育
児
休
業
後
の
職
場
復
帰
の
保
証
），
育
児
困
難

に
及
ぼ
す
育
児
環
境
の
影
響
（
取
得
し
た
育
児
休
業
の
期
間
）

７
．
大
石
百
合
子
，
他
．
父
親
と
児
の
早
期
接
触
に
お
け
る

育
児
参
加
の
実
態
調
査
．

２０
０６
２０
０４

袋
井
市
立
袋
井
市

民
病
院
研
究
誌

母
子
同
室
を
行
っ
た
褥

婦
の
夫
４４
名

質
問
紙
法

父
親
が
早
期
に
児
と
触
れ
合
う
機
会
を
多
く
し
，
父
親
の
育
児
参
加

意
識
・
行
動
に
積
極
的
に
変
化
を
も
た
ら
す
か
を
明
ら
か
に
す
る

出
産
に
関
す
る
休
暇
制
度
の
有
無
，
出
産
に
関
す
る

休
暇
制
度
を
利
用
し
た
か

８
．
島
田
三
恵
子
，
他
．
産
後
１
ヵ
月
間
の
母
子
の
心
配
事

と
子
育
て
支
援
の
ニ
ー
ズ
お
よ
び
育
児
環
境
に
関
す
る

全
国
調
査
「
健
や
か
親
子
２１
」
５
年
後
の
初
経
産
別
，

職
業
の
有
無
に
よ
る
比
較
検
討
．

２０
０６
２０
０５

小
児
保
健
研
究

産
褥
１
か
月
の
母
親

３８
５２
名

質
問
紙
調
査

「
健
や
か
親
子
」
国
民
運
動
計
画
の
５
年
後
に
お
け
る
，
産
後
１

か
月
間
に
遭
遇
す
る
産
褥
・
育
児
に
関
す
る
心
配
事
，
お
よ
び
産

後
３
か
月
ま
で
に
母
親
が
希
望
す
る
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
，
お

よ
び
育
児
環
境
の
現
状
と
変
化
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

希
望
す
る
子
育
て
支
援
（
父
親
の
育
児
休
業
，
父
親

の
柔
軟
な
勤
務
時
間
）

９
．
菊
地
ふ
み
，
他
．
父
親
の
育
児

育
児
休
業
を
と
っ
た

父
親
た
ち
．

２０
０７
２０
０６

文
京
学
院
大
学
人

間
学
部
研
究
紀
要

長
子
１
歳
か
ら
末
子
小

学
生
ま
で
の
子
ど
も
を

子
育
て
中
の
夫
妻
２１
組

半
構
造
化
面

接
，
質
問
紙

調
査

育
児
休
業
を
取
得
し
た
人
と
取
得
し
て
い
な
い
人
と
の
違

い
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
に
つ
い
て
（
職
場
の
反
応
，
育
児
休
業
中
の
過
ご

し
方
），
実
家
と
の
関
係
（
育
児
休
業
取
得
に
対
し
て
の
反

応
），
父
親
の
育
児
休
業
取
得
の
理
由
・
し
て
い
な
い
理
由
，

育
児
休
業
の
取
得
の
有
無
と
取
得
し
な
い
理
由
（
質
問
紙
）

１０
．
田
中
和
江
，
他
．
父
親
の
育
児
と
そ
れ
に
対
す
る
支
援

の
現
状
と
課
題

父
親
の
労
働
状
況
と
育
児
参
加
の
実

態
か
ら
み
る
一
考
察
．

２０
０７
２０
０６

女
子
栄
養
大
学
紀

要

①
４
市
の
各
自
治
体
の
子

育
て
支
援
に
関
わ
る
関
係

者
②
父
親
（
質
問
紙
２６
２

名
，半
構
造
化
面
接
７
名
）

①
半
構
造
化
面

接
②
質
問
紙
調

査
・
半
構
造
化

面
接
法

①
父
子
手
帳
配
布
状
況
別
に
お
け
る
父
親
の
育
児
支
援
の

現
状
を
把
握
す
る

②
父
親
の
労
働
条
件
と
育
児
参
加
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る

①
育
児
休
業
の
推
進
・
働
き
方
の
見
直
し
の
取
り
組
み

②
父
親
の
育
児
休
業
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い

る
か
，
父
親
が
主
体
的
に
育
児
に
か
か
わ
る
た
め
の

課
題

１１
．
鈴
木
紀
子
，
他
．
父
親
の
育
児
休
業
取
得
に
伴
う
現
状

と
課
題
．

２０
０８
２０
０７

愛
知
母
性
衛
生
学

会
誌

育
児
休
業
を
取
得
し
た

男
性
１
名

縦
断
的
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
・

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

育
児
休
業
取
得
中
の
父
親
の
子
育
て
の
実
態
及
び
心
理
的

変
化
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
取
得
後
１
か
月
・
３
か
月
・
９
か
月
・
１１

か
月
の
子
育
て
の
実
際
と
気
持
ち
の
変
化

１２
．
岡
田
み
ゆ
き
．
男
女
共
同
参
画
社
会
に
お
け
る
父
親
の

家
庭
役
割
：
家
庭
科
教
科
書
の
分
析
を
通
し
て
．

２０
０９

日
本
家
庭
科
教
育

学
会
誌

資
料
分
析

男
女
共
同
参
画
社
会
が
推
進
さ
れ
る
過
程
の
中
で
家
庭
科

が
提
示
し
て
き
た
父
親
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

父
親
の
役
割
意
識
の
変
化
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
国
内

の
法
律
や
制
度

１３
．
片
山
理
恵
，
他
．
乳
幼
児
の
母
親
と
父
親
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

サ
ポ
ー
ト
と
子
育
て
観
の
関
係
と
育
児
休
業
利
用
の
実
態
．
２０
１２
２０
０６

香
川
大
学
看
護
学

雑
誌

乳
幼
児
を
も
つ
母
親

１５
８
名
・
父
親
８５
名

質
問
紙
調
査

乳
幼
児
を
も
つ
母
親
と
父
親
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
と
母
親
の
子
育

て
負
担
感
お
よ
び
母
親
と
父
親
の
育
児
休
業
利
用
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
制
度
の
利
用
状
況

１４
．
齋
藤
早
苗
．
育
児
休
業
取
得
を
め
ぐ
る
父
親
の
意
識
と

そ
の
変
化
．

２０
１２
２０
０９

大
原
社
会
問
題
研

究
所
雑
誌

育
児
休
業
を
取
得
し
た

男
性
雇
用
労
働
者
２１
名
半
構
造
化
面

接
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
と
し
て
の
父
親
の
勤
労
価
値
観
の
変
容

と
い
う
現
象
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
を
取
得
し
た
い
き
さ
つ
，
育
児
休
業
中
の
家

事
・
育
児
負
担
の
担
い
方
，
育
児
休
業
前
後
の
働
き
方

に
お
け
る
具
体
的
な
変
化
，
意
識
に
お
け
る
変
化

１５
．
林
知
里
，
他
．
育
児
参
加
は
父
親
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
か

多
胎
児
の
父
親
と
単
胎
児
の
父
親
と
の

比
較
．

２０
１２

千
里
金
蘭
大
学
紀

要

ツ
イ
ン
マ
ザ
ー
ク
ラ
ブ
の

会
員
で
あ
る
父
親
２１
１
名
お

よ
び
単
胎
児
の
父
親
３０
０
名
質
問
紙
調
査
多
胎
児
と
単
胎
児
の
父
親
の
「
子
育
て
観
・
次
世
代
育
成

観
」「
三
歳
児
神
話
」「
母
性
神
話
」「
仕
事
観
」「
子
ど
も

観
」
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
暇
を
取
る
と
昇
進
に
ひ
び
く
か

１６
．
末
盛
慶
．
性
別
役
割
分
担
を
め
ぐ
る
夫
婦
間
交
渉
：
ク

レ
イ
ム
行
為
に
関
す
る
実
証
分
析
．

２０
１３
２０
０７

日
本
福
祉
大
学
社

会
福
祉
論
集

１
～
３
歳
児
が
い
る
世

帯
の
父
母
４２
１
組

質
問
紙
調
査
ク
レ
イ
ム
行
為
の
う
ち
，
妻
が
夫
に
家
事
や
育
児
な
ど
を

す
る
よ
う
に
要
求
す
る
行
為
が
ど
の
よ
う
に
要
因
に
よ
っ

て
促
進
さ
れ
る
の
か
を
計
量
的
に
明
ら
か
に
す
る

父
親
は
仕
事
よ
り
も
子
育
て
を
優
先
す
べ
き
だ
（
父

親
子
育
て
優
先
意
識
）

１７
．
鈴
木
紀
子
．
父
親
の
育
児
休
業
（
第
１
報
）
育
児
休
業

取
得
前
の
思
い
お
よ
び
育
児
休
業
取
得
中
・
後
の
思
い

と
行
動
．

２０
１３
２０
０９

母
性
衛
生

育
児
休
業
取
得
後
２
年

以
内
の
父
親
１１
名

半
構
造
化
面

接
父
親
の
育
児
休
業
取
得
前
の
思
い
，
取
得
中
・
後
の
思
い

と
行
動
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
取
得
期
間
，
取
得
時
の
年
齢
，
仕
事
，
妻
の

有
職
状
況
，
家
族
形
態
，
育
児
休
業
に
対
す
る
父
親
の

思
い
，
育
児
休
業
取
得
中
の
困
っ
た
こ
と
／
つ
ら
か
っ

た
こ
と
，
育
児
休
業
取
得
後
の
思
い
・
行
動
の
変
化

１８
．
武
井
馨
世
，
他
．
父
親
の
育
児
休
業
取
得
の
意
義
に
関

す
る
研
究

育
児
休
業
を
取
得
し
た
父
親
及
び
母
親
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
通
し
て
．

２０
１３
２０
０９

長
野
県
母
子
衛
生

学
会

育
児
休
業
・
休
暇
取
得

経
験
が
あ
る
両
親
４
組
半
構
成
的
面

接
法

父
親
の
育
児
休
業
取
得
に
対
す
る
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る

育
児
休
業
取
得
の
経
緯
，
育
児
休
業
取
得
中
の
生
活
，

育
児
休
業
制
度
へ
の
考
え

１９
．
徳
武
千
足
，
他
．
父
親
の
育
児
家
事
行
動
の
実
態
と
育

児
意
識
お
よ
び
育
児
参
加
を
促
進
す
る
要
因
に
つ
い
て
．
２０
１４
２０
１１

長
野
県
母
子
衛
生

学
会

就
学
前
の
子
ど
も
を
保

育
園
に
通
園
さ
せ
て
い

る
夫
婦
３０
８
組

質
問
紙
調
査
育
児
家
事
行
動
の
実
態
と
育
児
意
識
お
よ
び
育
児
参
加
を

促
進
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
す
る

育
児
休
業
を
取
得
し
な
か
っ
た
父
親
の
理
由

表
１

研
究
の
概
要
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（片山・内藤・佐々木，２０１２；齋藤，２０１２；林・岡本・

神林・花田・渡邊・中島，２０１２）（末盛，２０１３；鈴木，

２０１３；武井・吉田・佐々木・坂口・芳賀・徳武・近

藤・大平・市川・金井，２０１３）（徳武・坂口・芳賀・近

藤・大平・金井・市川・小林・小木曽・巣山，２０１４）．

調査開始年をみると２００１年１件（四宮，２００３），２００２

年３件（赤松他，２００４；濱田，２００３；森田，２００４），

２００３年１件（武市他，２００５），２００４年１件（大石他，

２００６），２００５年１件（島田他，２００６），２００６年３件（片

山他，２０１２；菊地他，２００７；田中他，２００７），２００７年

２件（末盛，２０１３；鈴木他，２００８），２００９年３件（齋

藤，２０１２；鈴木，２０１３；武井他，２０１３），２０１１年１件

（徳武他，２０１４）であった．

２００９年の育児・介護休業法改正や２０１０年のイクメン

プロジェクト発足を契機に文献数は増加すると考えら

れたが，調査開始年が２００９年は３件，２０１１年は１件と

著しい増加は見られていない．

２．掲載誌の種類

掲載誌を分類すると，母子衛生関係誌４件（鈴木他，

２００８；鈴木，２０１３；武井他，２０１３；徳武他，２０１４），

看護・保健科学関係誌４件（赤松他，２００４；島田他，

２００６；四宮，２００３：武市他，２００５），医療・看護系大

学紀要等４件（林他，２０１２；片山他，２０１２；菊地他，

２００７；大石他，２００６），社会福祉系大学紀要等２件（濱

田，２００３；末盛，２０１３），家族関係誌１件（森田，

２００４），栄養系大学紀要１件（田中他，２００７），女性関

係誌１件（舩橋，２００２），家庭科教育学会誌１件（岡

田，２００９），社会問題研究雑誌１件（齋藤，２０１２）で

あった．

子どもや育児に関係する職種が多い医療，保健，社

会福祉分野だけではなく，育児・介護休業法改正以降

の２００９年には家庭科教育学会誌が１件，社会問題研究

雑誌が１件であった．家庭科教育における父親の役割

や社会問題として父親の育児休業に着目している点は

興味深い．

３．調査対象

これら１９文献の調査対象をみると，父親のみを調査

対象とした文献は９件と最も多かった．次いで父母を

対象とした文献が７件と多かった．既存の資料を用い

て分析した文献は２件，母親のみを対象とした文献は

１件だった．また，育児休業を取得した父親を調査対

象とする文献は５件で，これらの調査開始年は，２００２

年１件，２００７年１件，２００９年３件であった．育児・介

護休業法改正の２００９年には，育児休業を取得した父親

を対象とした調査が増加しており，育児休業を取得す

る父親への関心が高まったことが推測される．しか

し，平成２５年度雇用均等基本調査による男性の育児休

業取得率は２．０３%（厚生労働省，２０１４b）と，前回調

査よりも上昇がみられたものの，依然として育児休業

を取得した父親は少ない状況が続いている．したがっ

て調査対象者となりうる父親が限られていることか

ら，５件の文献で調査対象者となった育児休業を取得

した父親の総数は４１名と少なかったと考える．これら

の１９文献の中で，育児休業を取得する父親が勤務して

いる企業側の対象者に調査を行ったものはなかった．

４．研究目的

研究の目的は，父親の育児や育児休業に対する意識

に関する文献が１３件（四宮，２００３；森田，２００４；赤松

他，２００４；武市他，２００５；大石他，２００６；島田他，

２００６；菊地他，２００７；田中他，２００７；鈴木，２０１３；片

山 他，２０１２；林 他，２０１２；末 盛，２０１３；徳 武 他，

２０１４），父親の育児参加や育児休業取得の実態に関す

る文献が４件（濱田，２００３；齋藤，２０１２；鈴木他，

２００８；武井他，２０１３），父親の育児環境作りに関する

文献が２件（舩橋，２００２；岡田，２００９）に大別された．

育児休業を取得する父親が少ない現状を反映し，育

児休業取得者の体験に基づいた研究は少なく，その前

段階として父親の育児や育児休業への意識を明らかに

したものが多かった．父親の育児環境作りに関する文

献はいずれも資料分析であり，実際の育児環境に対す

る問題点については，他の文献に含まれていた．育児

休業の取得に関する問題と，育児休業を取得したのち

に起きる問題には違いがあると考えられる．また，父

親が属する企業の環境面も考慮しなければならないた

め，対象を選別して調査・分析する必要がある．

５．父親の育児休業取得に関する調査内容

１）父親が育児休業を取得する時期および取得に至っ

た思い

父親が育児休業を取得する時期について，舩橋

（２００２）は，「母乳育児推奨のため，前半に長く母親

が取り，後半に父親が少し取る傾向がある」と述べて

いる．また育児休業を取得する際に父親が考慮した点

として，齋藤（２０１２）は「妻の出産，保育園入園といっ

た個人的イベントだけではなく，職場での異動時期，

業務繁忙期を考慮して決めていた」ことを明らかにし

ている．このように，「女性にとって休業は選択の余

地がないが，男性は仕事との関係で選択する」（舩

橋，２００２）のである．さらに，「物理的に夫以外に妻

や子どもをサポートできる親族がいないという外的な

状況にあったことが育児休業取得を促した要因」と

なっている（齋藤，２０１２）．

実際に育児休業を取得した父親を対象とした研究

（齋藤，２０１２；鈴木，２００８；鈴木，２０１３）では，取得

に至るまでの父親の思いを明らかにしている．鈴木

（２０１３）は，「育児休業に対しての『興味・関心』が

あり，『父親でもできる育児に積極的参加』をしたい
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との思いを父親は抱いていたことや，『育休取得への

漠然とした希望・自信』があった」と述べている．ま

た，父親は「家事労働は男でもできて当然という意識

で，家 事 労 働 の 延 長 線 上 に 育 児 が あ る」（齋

藤，２０１２）ととらえ，「子どもは嫌いじゃないし，長

期の休みになるから自分の時間ももてそうだ」（鈴木

他，２００８）という思いを持っていた．

育児休業を取得した父親の一部は，育児や育児休業

制度に興味・関心を持っており，企業側からの積極的

な告知がなくても，自ら調べて制度を利用すると考え

られる．また，このような父親は，家事にも育児にも

漠然とした自信を持っており，性別役割分業意識が低

いことが考えられる．一方で，核家族化，両親の高齢

化等の子育て世帯を取り巻く環境の変化により，取得

せざるを得ない父親も存在するが，この父親が家事や

育児に対して自信をもっているかは明らかではない．

２）育児休業の取得によるポジティブな結果

出産に関する休暇制度を利用した父親は３２%であっ

た（大石他，２００６）．子どもをもち育てる意味につい

て，父親は「自分自身の生きがい・張り合い」，「親と

しての義務」，「楽しみ」，「生活の潤い」の順に多く回

答していた（四宮，２００３）．男性は，育児休業を取得

する中で父親としての自分を実感したものと考えられ

る．ここでは育児休業取得によるポジティブな結果を

まとめる．

子育てを通して自分が変化したかについては「変化

したと思う」という回答が最も多かった（四宮，

２００３）．徐々に「子育ても楽しくなってきたし，自分

の気持ち的にも余裕が出てきた」（鈴木他，２００８）と

あるように，父親は時間や経験を重ねるにつれ，自身

の変化を感じていた．

父親は「育児休業を取得したことで子どもの成長を

一番近くで見ることができた」（鈴木他，２００８）と感

じ，「子どもの日々の成長・発達の確認」（鈴木，２０１３）

や，「仕事ではできない経験」（鈴木，２０１３）ができた．

「子どもと過ごす時間」（鈴木，２０１３）ができたこと

により，育児休業の取得の価値を感じていた．

多くの文献で，育児休業取得によって父親が自信を

得たという結果が出ていた．「育児・家事スキルの向

上」（鈴木，２０１３）がみられ，「父親としての自覚と自

信」（鈴木，２０１３）ができ，育児に対する自信（鈴木，

２００８；鈴木，２０１３）が得られ，その結果，「以前より

も子育てに関心を持つようになった」（濱田，２００３）．

また，母親も「父親が積極的に家事や育児に参加して

くれるようになった」（武井他，２０１３）ととらえてい

た．このように，育児休暇の取得により，家事や育児

を経験したことで得られた自信が父親の行動変容に繋

がっていた．

さらには，育児や家事の大変さを実感する機会に

なったことが多くの研究で明らかになっていた（鈴木

他，２００８；鈴木，２０１３；武井他，２０１３）．「家事と育児

の両立は大変で，職場復帰して昼休みがあるっていう

ので，すごい感動した．休んでいいんだって」（齋藤，

２０１２），というように休み時間も取れない育児の大変

さを体感し，「妻への気遣い」（鈴木，２０１３）が生まれ

ていた．そして，育児休業を取得した父親は，「パ

パ，ママ，子どもの関係を理解」（鈴木，２０１３）し，

「男性の育児休業は特別なものではなく育児はずっと

続いていく」（鈴木，２０１３）ことに気づき，「自分の性

格の変化」（鈴木，２０１３）を実感していた．他にも「自

分自身の心の休息」（武井他，２０１３）ができたり，

「ワーク・ライフ・バランスの調整」（鈴木，２０１３）が

できたという意見が聞かれ，育児休業を取得すること

で，父親は新たに多様な気付きを得ていた．

「子どもを育てるうえでは稼ぎ手として，子どもを

扶養することも確かに重要だが，親の人格的成熟は，

子どもと直に接する経験に触発されるものだ」（大

野，２００８）と言われている．実際に育児休業を取得し

た父親は，家事や育児を経験し，子どもと直に接する

うちに，自身の父親としての成長や自信を感じてい

た．そして，育児や母親の大変さを実感できたこと

が，夫としてサポートすることの必要性に気付くこと

に繋がっていくと考える．男性の育児休業取得者の

８３．９%は，育児休業を「もう一度取得したい」（ユー

キャン，２０１４）と回答しており，育児休業の取得によ

る新たな家庭内の役割の発見や父親としての自身の体

験に満足感が得られているものと考えられる．

３）育児休業の取得によるネガティブな結果

育児休業を取得する中でネガティブな感情が生じる

ことも避けられない．育児休業中に父親が辛かったと

感じたことは「不慣れな育児・家事」（鈴木，２０１３）

による自信のなさであった．「自分が母乳を出せない

こと」（鈴木，２０１３）に加え，「妻が帰宅し，子どもが

泣き止む姿を見て自分には子育ては無理だ」（鈴木他，

２００８）と感じ，母親のように出来ないことへのもどか

しさも感じていた．さらに，「育児休業中の同性の友

達がいない」（鈴木他，２００８；鈴木，２０１３）ため共感

できる他者がいないことや，「自分が行っている子育

てがいいのか悪いのかが分からない」（鈴木他，２００８）

というように自己の行動に対して承認が得られないこ

とによる戸惑いを感じていた．

また，「父親が育児休業を取得して子育てに参加す

ることに対する理解が地域社会や企業には感じられな

い」（濱田，２００３）こと，「育児休業に対する周囲の不

本意な評価」（鈴木，２０１３），「自分が休むことで直接

影響のある直属の上司や同僚よりも，人事やさらに上

の立場の方から否定的な意見を聞いたり，同じ職場の

妻が耳にしている」（菊地他，２００７）こと，「わざわざ
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男性が育児休業を取る必要がないと否定的な声も聞か

れた」（菊地他，２００７）ことなどの父親の周囲の無理

解や，職場からの批判があると感じており，父親は孤

立感を強めていた．これは，育児休業を取得するとい

う父親がまだ少数であり，周囲の理解が進んでいない

ことの現れであると考える．

さらに，仕事を休むことで起きる「経済的負担」（鈴

木，２０１３），「金銭面への不安」（武井他，２０１３）の他

に，「解雇・減給はおこなわないが，昇給は最低のラ

ンクでおこなうという扱いを復職後に受けている」

（濱田，２００３），「育児休業後に職場に復帰しても振り

分けた仕事が自分の元に戻ってくることはなく，しば

らく仕事のない日が続いた」（菊地他，２００７），「出世

に響くのではないかという将来への不安」（武井他，

２０１３）等の，復職後の処遇や仕事上の将来への不安を

抱いていた．不安が現実となり育児休業取得後に，実

際に職場での否定的な意見や扱いを受けた父親もい

た．このような「パタハラ」すなわちパタニティ・ハ

ラスメント（小林，２０１３）があることも，父親が育児

休業を取得したことによるネガティブな結果の一つで

あり，このことは，育児休業の取得が進まない一因に

もなっていると考えられる．

４）父親が育児休業を取得しない理由

文献では，父親が育児休業を取得しない理由とし

て，育児休業制度がないと認識していること，もしく

は，職場に迷惑をかけてしまうことや取り難さがある

こと，経済的問題や自身の将来的な問題に関わるこ

と，育児休業を取得する必要がないと考えていること

が明らかになっていた．

父親にとって「育児休業に関する情報源は，テレビ・

ニュース，新聞・雑誌・本などや，社内規定であった」

（田中他，２００７）．父親は育児休業を取得しない理由

を「勤め先に育児休業制度がないから」（片山他，

２０１２；菊地他，２００７；森田，２００４；徳武他，２０１４），

と述べていることが複数の文献で明らかになってい

る．しかし，育児休業制度では「労働者は，申し出る

ことにより，育児休業を取得することができる」（厚

生労働省，２０１４a）とされている．企業側の周知の問
題も当然あるが，父親は自分には育児休業制度がない

という間違った理解をしていることが推察される．イ

クメンプロジェクトの発足から，メディアに男性の育

児が取り上げられる機会も多くなったものの，社内規

定の改善や社内告知等は十分とは言えない現状がある

と考える．厚生労働省（２０１４a）が「労使協定により
専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという

法律の規定を廃止し，すべての父親が必要に応じ育児

休業を取得できるようにする」と明示しているよう

に，母親との役割の交代という意味合いではなく，母

親の仕事の有無にかかわらず父親も育児をする権利を

持てることを理想に掲げている．しかし，父親の仕事

と育児の両立は，置かれた労働環境に左右されるとこ

ろが大きく，全ての父親が同じように権利を行使する

ことは不可能な現状がある．「企業側が勧告に従わな

い場合の公表制度や報告を求めた際に虚偽の報告をし

た者等に対する過料を設ける」（厚生労働省，２０１４a）
ことは２００９年の育児・介護休業法改正に盛り込まれた

が，社員に対する育児休業取得を推奨するような告知

をするか否かに関しては特に決まりがないことも問題

であろう．育児休業制度がないために取得が出来ない

と複数の文献で父親が述べていることからも，告知も

含め，父親が取得しやすい制度として整備し，社内規

定に盛り込む必要がある．

また，育児休業制度があっても職場に迷惑がかかる

ことや取り難い職場の雰囲気があることを述べてい

る．例えば，「職場の人に迷惑をかける」（森田，

２００４；徳武他，２０１４），「自分の職場は規模が小さいた

め，育児休業制度は現実的ではない」（菊地他，２００７），

「忙しくて取れそうにない」（徳武他，２０１４）といっ

た意見があった．

「育児休業制度の利用しやすい雰囲気の職場でな

く，社会的にも利用しやすい機運がなかったため利用

しなかった」（片山他，２０１２）という意見に代表され

るように，「職場に育児休業制度の理解がなく，今ま

でに利用した人もいなかった」（片山他，２０１２），「職

場の雰囲気としては男性が取るものではないという社

会常識が定着している」（菊地他，２００７），「前例がな

いから」（徳武他，２０１４）といった職場の状況が育児

休業を取得しない理由として大きかった．また，「休

みたいときは有休を使えばいい，わざわざ企業に目立

つ行動はしない」（菊地他，２００７），「育児休業制度を

利用しなくても子育てと仕事の両立が可能であった」

（片山他，２０１２）といった意見もあった．

さらに，「育児休業を取ると経済的ダメージが大き

いから」（森田，２００４），「育児休業中の所得保障であ

る給与支給が満足な額ではないため，経済的問題が生

じるので利用しなかった」（片山他，２０１２），「制度を

利用すると収入が減るから」（徳武他，２０１４），「育児

休業を取ると人事査定などに影響するから」（森田，

２００４）というように育児休業を取得できない状況では

ないが経済的・仕事上の将来的な問題が生じるため

に，自らの意思で育児休業を取得しないことを選択し

ていた父親もいた．

他には，「育児は母親がするものであるから」（森

田，２００４），「母親が育休を取った方がいいので，自分

には関係がないと考え詳しく調べる必要がない」（菊

地他，２００７），「以前から育児休業を取得するつもりが

なかった」（徳武他，２０１４） というように実質的な育

児を担う必要がないと認識しているもしくは必要がな

い状況にあると考えられる理由が述べられていた．
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社内規定上の育児休業制度が周知されていないこと

や，育児休業を取得することに対する周囲への気兼

ね，経済的な問題，人事査定等の将来への悪影響等の

理由は，父親自身には解決が困難な問題であると考え

られ，企業側の配慮や周囲の理解・協力が必要であ

る．

５）父親の育児休業の取得を推進するための環境整備

父親の育児休業の取得を推進するうえでの課題とし

て，育児・介護休業法に関すること，育児休業制度へ

の周囲の理解，賃金保障や手当等の経済的給付の充

実，復帰後の現職復帰の保証，勤務時間の短縮や変更

等の労働条件の改善等が挙げられていた．これらの課

題が挙げられた背景には，父親が自身の成長のために

も，経済的にも，そして現在の職場での自身の居場所

を保持するためにも，何とか仕事と育児を両立出来る

方法を求め，考えていることが伺える．

育児・介護休業法に関しては，「父親の育児休業取

得を促進するための法整備をする」（田中他，２００７），

「育児休業が義務化・徹底化される」（徳武他，

２０１４），「父親の育休」（島田他，２００６），「育児休業期

間の延長」（武市他，２００５），という制度を使う側の視

点に立った制度上の課題の改善を望む声が挙げられて

いた．また，「育児休業に関する情報をもっと公開す

る」（徳武他，２０１４）必要があり，「男性の育児休業取

得が低い背景には，企業・事業所が育児休業制度の正

しい知識や情報を取得対象者である父親に伝えていな

いことにある」（菊地他，２００７）．さらに，「父親も育

児休業の制度を自ら調べようという意識がないことは

問題である」（菊地他，２００７）ことも指摘されていた．

育児・介護休業法に関する情報提供は，メディアから

の発信ではなく，より身近な自分の職場からの発信で

あるほうが，父親自身が関係することとしての認識が

高まり周囲の認知により育休取得のしやすさにつなが

るのではないだろうか．

育児休業制度への周囲の理解では，「職場が育児休

業を取りやすい雰囲気であればとりたい」（森田，

２００４），「職場での育児休業制度への理解は十分ではな

い」（武井他，２０１３），「育児支援制度を利用しやすい

人的体制や雰囲気」（徳武他，２０１４），「育児休暇を取

ると昇進にひびく」（林他，２０１２），といった職場の体

質に関する課題がある．育児・介護休業法を基本とし

て，個々の職場で人員や仕事内容等の環境に合った具

体的な育児休業の取得事案を提示することで，育児休

業を取得しない人へも配慮がされ，周囲の理解をある

程度得ることが出来るのではないかと考える．

賃金保障や手当等の経済的給付の充実は，多くの研

究において，対象者から要望されていた（赤松他，

２００４；武井他，２０１３；武市他，２００５；田中他，２００７；

徳武他，２０１４）．父親は「休業中の給与が保障される

ならとりたい」（森田，２００４）と述べていた．また，

「児の医療費の補助の拡大」（武市他，２００５）や「保

育料の減額」（武市他，２００５）といった経済的な課題

および対策を望む声も多く挙がっていた．加えて「育

児休業中の保障は雇用保険によるものであるため，自

営業者はその期間の金銭的保障がされていない．親で

ある全ての人が利用できるものでなければ，制度の意

味がなくなる」（菊地他，２００７）という問題点が指摘

されていた．経済的な安定が確保できない状況では，

育児による父親にとってのメリットをいくら示されて

も，経済的に家族を支えることを役割として重視して

いる父親は育児休業を取得する気持ちにはなれない．

企業にとっても，費用がなければ育児休業を取得する

父親の業務を引き継ぐ人員を補充することが出来ない

ため，快く育児休業取得を支援することが出来ない．

どれほどの割合なのかは明らかではないが，経済的な

理由で育児休暇取得を諦めた父親もいることであろ

う．このため，何らかの経済的な対策の改善は急務で

ある．

復帰後の現職復帰の保証も大きな課題となる．父親

は，「育児休業中でも自宅研修や職場の情報を入手で

きるシステムの導入」（徳武他，２０１４）が必要である

と考えており，育児休業中でも職場や仕事へのかかわ

りを持ち，仕事上の自身の居場所を保持したいと望ん

でいた．また，「育児休業取得後の現職復帰の保証」

（武市他，２００５；田中他，２００７），「育児休業を取得し

た社員への企業での立場の保障」（徳武他，２０１４）が

望まれ，「復職後の査定などに影響しないのであれば

とりたい」（森田，２００４）と育児休業取得後の不安を

挙げていた．休業期間にもよるが，仕事によっては人

員補充や人事異動が必要となる．欠員のままの業務遂

行や一時的な人員補充では困難な業務を父親が担って

いたとすると，育児休業取得後に同じ地位に復職する

ことが難しいと判断するかもしれない．「仕事に自分

らしさを見出す男性は，育児休業をとりたくないと回

答する傾向がうかがえた」（森田，２００４）とあるよう

に，仕事の優先順位が高く，遣り甲斐を求めている父

親であれば，育児休業を取得するという選択はし難く

なる．

育児休業期間だけではなく，その後も育児は続いて

いくため，勤務時間の短縮や柔軟な勤務体制（赤松

他，２００４；林他，２０１２；島田他，２００６；田中他，２００７；

徳武他，２０１４）など労働条件の改善も望まれていた．

さらに，「子どもが病気になったとき等の看護休暇制

度の充実」（武市他，２００５）や「保育施設やベビーシ

ッター制度の充実」（赤松他，２００４），「父親の交流の

場」（島田他，２００６），「育児を助け合えるような地域

環境の育成」（赤松他，２００４）といった要望も挙げら

れており，父親の仕事と育児の両立を叶える支援を父

親は求めていた．
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「仕事と子育ての両立には，上司や同僚の理解が必

要である」（林他，２０１２）というような意見があるも

のの，「職場の全員が子育て経験者であったため，理

解を得やすかった」（加藤，２００８）というような状況

の場合もあるが，「戻ってきて仕事できるの？等の批

判的な反応はあまり気にせず，割り切った気持ちでい

る」（加藤，２００８）という対処をした父親もいた．し

かし，このように考えられる父親ばかりではない．育

児を行う父親への企業や周囲の理解や配慮と同時に，

父親自身にも仕事と育児の両立に対する意識の変化が

起きなければ，育児休業取得率の増加は困難であると

考える．

Ⅵ．父親の育児休業取得に関する今後の課題

父親にとっての育児休業の取得は，仕事より育児を

優先した生活を経験することで子どもと直に関わりを

持ち，父親としての自信を得て成長できる貴重な機会

であり，母親の苦労を共感でき，家庭での新たな自身

の役割を見出せるというメリットがある．しかし，父

親が育児休業を取得するには，仕事と育児の両立の実

現が必要であり，言い換えるのであれば父親および企

業人としての男性との両立における自身の葛藤の解消

が課題である．少数ではあるが，実際に育児休業を取

得した父親を対象とした研究の知見から，現代の父親

が自身の新たな役割やワーク・ライフ・バランスに目

を向け始めていることが伺われ，父親の意識の変化の

兆しがみられた．

父親個人の育児に対する関心を高めることと，企業

や周囲の理解や配慮を求めることは，父親の育児支援

の両輪であり，一方をないがしろにすることなく，双

方への働きかけを重要視した取り組みを検討する必要

がある．そのためには，今後は父親のみならず，企業

側への調査を行い，育児休業制度に関する実態や問題

を明らかにしていく必要があると考える．
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間，１９，５２�６１．
濱田太一（２００３）．育児休業を取得した父親の抱える

困難に関する一考察．日本福祉大学大学院社会福祉

学研究科研究論集，１６，４９�５２．
林知里，岡本愛花，神林優花，花田佳奈，渡邊えみ，

中島美繪子（２０１２）．育児参加は父親にどのような

影響を与えるか 多胎児の父親と単胎児の父親との

比較．千里金蘭大学紀要，９，６７�７５．
片山理恵，内藤直子，佐々木睦子（２０１２）．乳幼児の

母親と父親のソーシャルサポートと子育て観の関係

と育児休業利用の実態．香川大学看護学雑誌，１６，

４９�５６．
加藤和秀（２００８）．育児休業の良い活用例（父親を子

育てに巻き込むさまざまな試みの事例）．世界の児

童と母性，６５，５９�６２．
菊地ふみ，柏木惠子（２００７）．父親の育児 育児休業を

とった父親たち．文京学院大学人間学部研究紀要，

９，１８９�２０７．
小林美希（２０１３）．「育児は母親の仕事」意識が父親を

苦しめる！ 男性の育児休業取得を妨げる「パタハ

ラ」．金曜日，２１，４６�４７．
厚生労働省（２０１４．７．１４．）a．育児・介護休業法のあ
らまし．http：／／www．mhlw．go．jp／general／seido／
koyou／ryouritu／aramashi．html

厚生労働省（２０１４．１０．１４．）b．平成２５年度雇用均等
基本調査．http：／／www．mhlw．go．jp／toukei／list／
dl／７１�２５e．pdf

森田美佐（２００４）．父親が育児休業をとる条件に関す

る一考察�N市における子育てとジェンダーに関す
る調査から�．家族関係学，２３，９１�１０１．

岡田みゆき（２００９）．男女共同参画社会における父親

の家庭役割：家庭科教科書の分析を通して．日本家

庭科教育学会誌，５２，１８�３４．
大石百合子，鈴木かおり，鈴木さきゑ（２００６）．父親

と児の早期接触における育児参加の実態調査．袋井

市立袋井市民病院研究誌，１５，８７�９２．
大野祥子（２００８）．父親の育児関与の発達的意義．世

界の児童と母性，６５，２３�２７．
齋藤早苗（２０１２）．育児休業取得をめぐる父親の意識

とその変化．大原社会問題研究所雑誌，６４７・６４８，

７７�８８．
島田三恵子，杉本充弘，縣俊彦，新田紀枝，関和男，

大橋一友，村上睦子，中根直子，神谷整子，戸田律

子，盛山幸子（２００６）．産後１ヵ月間の母子の心配

事と子育て支援のニーズおよび育児環境に関する全

国調査「健やか親子２１」５年後の初経産別，職業の

有無による比較検討．小児保健研究，６５，７５２�７６２．
四宮美佐恵（２００３）．父母の育児観に関する意識調査．

看護・保健科学研究誌，３，６５�７６．
末盛慶（２０１３）．性別役割分担をめぐる夫婦間交渉：

クレイム行為に関する実証分析．日本福祉大学社会

福祉論集，１２８，３５�５０．
鈴木紀子，久納智子，藤原郁（２００８）．父親の育児休業

取得に伴う現状と課題．愛知母性衛生学会誌，２６，

８３�８７．
鈴木紀子（２０１３）．父親の育児休業（第１報）育児休

業取得前の思いおよび育児休業取得中・後の思いと

行動．母性衛生，５４，３３５�３４５．
武井馨世，吉田亜未，佐々木優香，坂口けさみ，芳賀

北海道医療大学看護福祉学部学会誌 第１１巻 １号 ２０１５年

― 75 ―



亜紀子，徳武千足，近藤里栄，大平雅美，市川元

基，金井誠（２０１３）．父親の育児休業取得の意義に

関する研究 育児休業を取得した父親及び母親への

インタビュー調査を通して．長野県母子衛生学会

誌，１５，２８�３５．
武市知己，小野美樹，小倉英郎，石黒成人，門田正

坦，林晶子，藤枝幹也，脇口宏（２００５）．少子化対

策に求められるものは何か？ 育児協力や母親の就

労状況，育児困難についての質問紙調査．小児保健

研究，６４，５４２�５５１．
田中和江，橋本紀子（２００７）．父親の育児とそれに対

する支援の現状と課題 父親の労働状況と育児参加

の実態からみる一考察．女子栄養大学紀要，３８，

５３�７４．
徳武千足，坂口けさみ， 芳賀亜紀子，近藤里栄，大

平雅美，金井誠，市川元基，小林明日香，小木曽綾

菜，巣山史織（２０１４）．父親の育児家事行動の実態

と育児意識および育児参加を促進する要因につい

て．長野県母子衛生学会誌，１６，４０�４８．
ユーキャン（２０１４．１１．１４．）．男性の育児休暇の取得

に関する意識調査．http：／／www．u�can．co．jp／
company／news／１１９５２００_３４８２．html

受付：２０１４年１１月３０日

受理：２０１５年３月３日
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